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第3回【厚生年金制度の概要】目的、対象、給付の種類、年金の種類、費用負担　　　　　　　　　　　　
第5章第3節年金制度の概要(4)年金財政(5)企業年金と個人年金(6)最近の改正と課題p.178-194　　　　　　　　　　　　　　　　　
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日本の年金制度について、間違っている番号を４つ選び、その箇所にアンダーラインを引きなさい。間違い：2、4,6,7
1. 年金制度には現役世代が納付した保険料を受給者に支払う賦課方式と現役世代が納付した保険料を積み立て市場で運用し将来の支払いに当てる積立方式がある。前者には人口変動リスクが後者には経済変動リスクがある。
2. 日本の年金制度は積立方式を基本に賦課方式を取り入れている。→賦課方式を基本に積立方式
3. 年金制度にはニーズに合わ給付額を定め必要な負担額を算出する給付建てと、可能な負担額を算出しその範囲で給付額を決定する拠出建てがある。
4. 日本は老後に必要な費用を算出し給付額を決め必要な保険料を設定する拠出建てだが、2004(H16)年の改正で保険料の上限（国民年金月額17000円・厚生年金は標準収入の18.3％）と給付額の下限（現役世代の手取所得の50％）に収まるように年金額の改定率を決めるマクロ経済スライド制を導入、給付建ての考え方が取り入れられた。→給付建て、拠出建て
5. 2025年の公的年金の積立金、263兆円。積立金の運用収入は年金財政に貢献。しかし、すでに単年度収支の赤字補填のため取り崩しを開始、100年後に1年分を残り使い切る制度設計となっている。
6. 財政検証とは公的年金財政の定期健康診断に当たるもので、 少なくとも4年ごとに、最新の人口や経済の状況を反映した、長期にわたる財政収支の見通しを作成している。→5年
7. 公的年金は全国民強制加入の保障であり、すべての人の老後の生活は国が保障しているといえる。→最低保障であり、個人のニーズに合わせ預貯金・私的年金などによる積み増し（一般に年金以外に一人約1500万～3000万円程度）が必要である。
8. 企業年金は従業員の退職後に備える私的年金であり、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金（かっては主流だったが現在は廃止され経過措置として残っている）自社年金（外部に資産を留保。税制上優遇措置なし）などがある。
9. 国民年金基金は自営業・フリーランスの人など、基礎年金給付しかない国民年金第1号保険者に上乗せ給付を行うもの。国民年金法に基づく任意加入・積立方式。公的な個人年金なので、掛金全額を社会保険料控除として控除できる。
10. 個人型確定拠出年金（iDeCoイデコ）は公的年金加入者が任意加入できる確定拠出型年金。 国民年金基金連合会が実施し、運営管理機構（民間金融機関）が提示するポートフォリオを選択。60歳まで拠出。非課税：加入者が拠出した掛金＝全額所得控除。
11. その他の個人年金：生命保険会社・損保会社などの商品。個人年金保険料控除など、税制上の優遇措置あり。①確定年金②有期年金➂終身年金④夫婦年金などがある。また定額年金と変額年金がある。
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